
上田市教育委員会５月定例会会議録

１ 日 時

令和元年５月２３日（木） １５時００分から１５時１５分まで

２ 場 所

上田駅前ビルパレオ５階 上田市教育委員会 第１会議室

３ 出席者

○ 委 員

教 育 長 峯 村 秀 則

委 員 平 田 利江子

委 員 横 関 妙 子

委 員 綿 谷 憲 一

○ 説 明 員

中澤教育次長、池田教育参事、石井教育総務課長、翠川教育施設整備室長、緑川学校教育課

長、竜野生涯学習・文化財課長、西嶋人権同和教育政策幹、池田スポーツ推進課長、青木丸

子地域教育事務所長、宮崎真田地域教育事務所長、宮越武石地域教育事務所長、水野第一学

校給食センター所長、小泉中央公民館長、滝沢西部公民館長、清水上田図書館長、滝澤博物

館長



1

１ あいさつ

小中学校のエアコンの工事は順調に進んでいる。一部の学校で機器が届いていない状況も

あるが、配管配線等については粛々と進んでおり、機器が届き次第つながる状況である。そ

の点、今年は暑くなっても安心だと思う。ただ、部活動とか校外活動、教育委員会が所管す

る各施設、そこへお越しになる市民の皆さんの暑さ対策を考えていかねばならない。いずれ

にしろ健康第一なので、お越しいただく市民の皆さん、子どもたちのことを大事に考えてい

きたいと思っている。

２ 協議事項

（１）上田市立小・中学校文書規程の一部改正について（学校教育課）

○ 資料 1により緑川学校教育課長説明（要旨）

改正の趣旨は、平成３０年５月３０日に公布された不正競争防止法等の一部を改正する法

律により、工業標準化法の一部が改正され、令和元年７月１日から施行される。この法律改

正により、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めることとなり、日本工業規格を引用

している小・中学校文書規程第２５条（２）の該当部分を日本産業規格に改正をするもので

ある。施行期日は、令和元年７月１日である。

峯村教育長

教育委員の皆さん、いかがか。

○ 質疑

綿谷委員

ＪＩＳ規格が日本産業規格に変わることで、中身自体はそんなに変わりはないのか。

緑川学校教育課長

引用している法律の名称が変わっただけである。

○ 全員了承

（２）上田市文化財保護事業補助金交付要綱の一部改正について

○ 資料 1－２により竜野生涯学習・文化財課長説明（要旨）

改正の趣旨だが、市が文化財所有者に対して交付する文化財保護事業補助金について定め

た交付要綱のうち、今まで明確な規定がなかった指定無形文化財及び指定無形民俗文化財を、

例えば、獅子頭や太鼓等、祭具の修理についての規定を加え改正するものである。改正の内

容については、資料１－２裏面に新旧対照表参照の記載がある。なお、この補助金となる対

象事業及び補助額は記載のとおりである。施行期日等については、告示の日から施行する。

また、本文改正にともない、６月補正で所定の補助金は、祇園祭のため太鼓の修繕が出てい

るので今回対象にしたいことを申し上げさせていただく。
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峯村教育長

ただ今の事項について、何かご質問等があればお願いしたい。

平田委員

これまでの補修等は所有団体が負担していたのか。

竜野生涯学習・文化財課長

これまでも申請があった。平成１２年以降４件のこういった要望があったが、今までは指

定無形文化財については、特段規定がなかったため、修繕の要綱を定め該当させている。

峯村教育長

ほかには。では、一部改正についてはよろしいか。

○ 全員了承

３ 報告事項

（１） スポーツ関係市長表敬訪問者報告(スポーツ推進課)【説明なし】

○ 資料２

○全員了承

（２）寄付の状況（学校教育課）【説明なし】

○ 資料３

○全員了承

（３）行事共催申請状況について（学校教育課 スポーツ推進課 生涯学習・文化財課）

【説明なし】

○ 資料４－１ ４－２ ４－３

○全員了承

（４）「国際交流：フェスティバル２０１９ in Maruko」について（丸子地域教育事務所）

【説明なし】

○ 資料５

○全員了承
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（５）信州国際音楽村「信州ルネッサンス２０１９」について（丸子地域教育事務所）

【説明なし】

○ 資料６

○ 全員了承

(６)公民館だより（各公民館）【説明なし】

○ 資料７

峯村教育長

続いて３の報告事項に入るが、本日の内容について担当課からの報告は予定していない。

お配りした資料をご覧になられて、ご意見等あればお願いしたい。

平田委員

塩田公民館だよりに「塩田公民館フェイスブック始めました」とあるが、どの様な状況で

進めているのか、分かる範囲で教えていただきたい。

竜野生涯学習・文化財課長

昨年度から情報発信については、公民館が積極的に発信していこうということで、館長会、

主事会のなかで取組を考えていた。塩田公民館から、最初に条件が整ったことでの取組であ

る。ただ、それぞれの公民館についてはなかなか人員体制等のことがあるので、まずは塩田

公民館でスタートして、その様子を見ながら取り組めるようだったら、ほかの公民館も取り

組もうということである。

平田委員

また状況等を教えていただきたい。すぐに何かしらの成果が現れるものではないが、時代

に即した情報発信の展開をお願いしたい。

峯村教育長

ほかにはよろしいか。横関委員。

横関委員

城南公民館だよりについて。信州型コミュニティスクールに関して、このように公民館だ

よりに大きく取り上げられていることはありがたく思っている。実際にはコミュニティスク

ールについて市民の方がどのくらい知っているのか。なかなか知っている人が少ない現状が

あるのかと思う。行政チャンネル、フェイスブックもそうだが、やっているけれどなかなか

見る人が少ない。ボランティアをやっている方たち自体が活用しないことで、広がっていか

ないことを実感している。行政チャンネルもよくまとまっていて情報がよく分かるが、いか

に興味をもってもらえるか仕掛けが大事だと思う。また、コミュニティスクールに関しても、

開かれた学校を作っているところが、どのようにしたら市民の皆さんに伝わるのかが課題だ
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と思う。真田の公民館だよりのように、学校支援ボランティアを募集しているというような

形で記事がでると、これが信州型コミュニティスクールだ、ということで分かりやすいと思

う。コーディネーターに関しては、とても立派なハンドブックを作っていただいた。また、

高校の先生方はこのことに関してあまり知らない先生が多い。小・中学校で活動をしてきて、

高校に入ってからは全く活動がないのはどうなのだろうと思うので、やはり市民全体にこの

活動が広がればと思う。ぜひこの仕掛けをお願いしたい。

竜野生涯学習・文化財課長

わかる範囲でお答えさせていただく。まずは地域の方に知っていただくことである。この

本も広報うえだでは平成２８年度から３回ほど掲載させていただいたり、チラシ２万部を作

り、配送させていただいたり、また地域においては、武石地域の講演会、丸子地域のシンポ

ジウム等々を行い、そういう機会をいただきご紹介させていただいている。すべての人に浸

透しているかは難しく関係する方には届くかもしれないが、そうでない方には否めないこと

で、公民館だよりはそういったところで地道にお知らせしていくことが大事だということを

踏まえながら、今後皆さんに広めていきたいと思う。

横関委員

ホームページもできると思うので楽しみにしている。

峯村教育長

ほかはよろしいか。各所属長からはよろしいか。昨年度は各所属、施設の紹介をこの会で

行っていた。また次回から計画していただきたい。

石井教育総務課長

その会、その会の議題の分量や時間がある時には引き続き行っていきたい。

○全員了承

○ 全員了承

閉会
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教育委員会会議規則第２１条の規定により署名する。


